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会   議   録 

 

会議の名称 第３期本庄市障害者施策推進協議会 令和６年度第１回会議 

開 催 日 時  令和７年２月２１日（金） 
午前・午後 １０時００分から 

午前・午後 １１時４０分まで 

開 催 場 所  旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 ２階 多目的ホール 

出 席 者 

協議会委員（別紙のとおり） 
本庄市福祉部長 山 田   剛 
事務局 
本庄市福祉部障害福祉課 課長   佐々木 智 恵 
            課長補佐 横 尾 英 志 
            係長   小 原  亜 衣 

専門員  青 木  光 蔵 
 欠 席 者 別紙のとおり 

議  題 
（次  第） 

 １．開  会 
２．委嘱状交付 
３．あいさつ 
４．正副会長選出 
５．諮  問 
６．議  題 

（１）協議事項 
① 本庄市障害者施策推進協議会の運営方法について   
② 第４次本庄市障害者計画・第７期本庄市障害福祉計 

画・第３期本庄市障害児福祉計画の概要について    
７．その他 
８．閉  会  

配 付 資 料 

 次第 
【資料１】本庄市障害者施策推進協議会委員名簿（R07.02.01） 

【資料１】本庄市障害者施策推進協議会条例 
【資料１】本庄市障害者施策推進協議会規則 
【資料２】諮問書 
【資料３】本庄市障害者施策推進協議会の運営方法について 
【資料３】本庄市附属機関等傍聴規則 
 別 冊 本編・概要版 第４次本庄市障害者計画・第７期 

本庄市障害福祉計画・第３期本庄市障害児福祉計画 

その他特記事項 傍聴人なし 

主 管 課 福祉部 障害福祉課 
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会 議 の 経 過 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（佐々木課長） 

１ 開会 

 

皆様にはご多用のところ、本日はご出席を賜りまして誠にあり

がとうございます。本日、司会を務めさせていただく、障害福祉

課長の佐々木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それではこれより、「第３期本庄市障害者施策推進協議会令和

６年度第１回会議」を開催させていただきます。 

お手元の次第に沿って進めさせていただきますので、ご協力を

お願いいたします。 

事務局 

（佐々木課長） 

２ 委嘱状交付 

 

次第２の「委嘱状交付」でございます。 

本庄市障害者施策推進協議会は、本年１月１０日をもって第２

期の任期満了を迎えましたので、新たに本年２月１日から３年間

を任期とします第３期が発足いたします。 

本日は、各推薦団体等からのご推薦、また、要請によるご就任、

さらには、公募により、新たに委員となられる皆様１７名にお集

まりいただいております。 

これより、吉田市長より委嘱状を交付いたします。 

お一人ずつお名前をお呼びいたしますので、その場でお立ちい

ただき、委嘱状をお受けくださいますようお願いいたします。 

 

《市長による委嘱状の交付》 

種 村 朋 文 様、 

神 部   雅 様、 

金 子 千賀子 様、 

横 尾   敏 様、 

宮 﨑   勉 様、 

塚 田 紘 子 様、 

新 井 由 美 様、 

鈴 木 峯 一 様、 

福 田 貴 宏 様、 

熊 澤 利 和 様、 

内 田 圭 三 様、 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（佐々木課長） 

堀 口 伊代子 様、 

福 島 庸 男 様、 

丸 山 明 美 様、 

関 根 朋 子 様、 

川 勝 三恵子 様、 

小 松   文 様 

 

就任された皆様の任期は、令和１０年１月３１日までの３年間

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

また、本日ご欠席の 

五月女 尚 史 様、 

小 池 美喜子 様、 

堀 越 鉄 也 様 

には、後日、事務局より委嘱状をお渡しします。 

事務局 

（佐々木課長） 

３ あいさつ 

 

続きまして、次第の３、あいさつでございます。 

吉田市長よりごあいさつをお願いいたします。 

吉田市長 

皆様こんにちは。今般、第３期となります本庄市障害者施策推

進協議会の発足にあたり、委員となられた皆様には、たいへんお

忙しい中、ご参集をいただき、ありがとうございます。 

先ほど委嘱状を交付させていただきました、本庄市障害者施策

推進協議会は、本市の障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計

画の策定について意見を述べるとともに、各施策・事業の進捗を

確認し、さらには、新たな取り組みに関する調査や審議をするこ

とを目的に設置された協議会で、本庄市障害者施策推進協議会条

例に基づき、障害者、障害者の家族又は保護者、障害者福祉の識

見を有する者、社会福祉団体、市議会議員、公募委員、関係行政

機関の職員で構成されている附属機関です。 

先ほど委嘱状を交付させていただきましたが、皆様には、日頃 

から、障害者の皆様方の生活の向上、住み慣れた地域で共に暮ら 

していくことができる共生社会づくりのために、それぞれご尽力

をいただいていることに、改めて敬意と感謝を申し上げる次第で

ございます。 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

吉田市長 

 本協議会でございますが、本年１月１０日に第２期の任期満了

を迎えたことから、本日、新たに本年２月１日から３年間を任期

とする第３期本庄市障害者施策推進協議会を発足するわけでご

ざいますが、委員の皆様には、第２期から引き続きご就任いただ

いた方、また、第３期より新たにご就任いただく方もおられます

が、どうか、障害者施策推進のため、皆様の知見をおよせいただ

き、今後のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、今日、お手元に「改正障害者差別解消法により『合理的

配慮の提供』が事業者にも義務化されました説明会のチラシがあ

りますが、障害者差別解消法の改正により、昨年の４月から、障

害のある方への合理的配慮が民間の事業者にも求められること

になりまして、障害者の方々が暮らしやすくなるための法整備が

着実に進められております。 

本市といたしましても、今後とも国・県の動向をしっかり見な

がら、適宜、計画の改善も視野に入れ、「誰もが自分らしく暮ら

せる共生のまち 本庄」、本市の障害者計画の基本理念であります

が、この実現を目指して、多くの皆様と連携・協働して施策を推

進して参りますので、本協議会委員の皆様には、今後のご審議ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

最後に、私から、紹介させていただきます。お手元に「生涯学

習推進大会」のご案内、チラシを配らさせていただきました。３

月８日に郷土の偉人、塙保己一先生、まさに障害者の自立の先駆

者である塙保己一先生の精神に共鳴し、映像プロデューサーの吉

野 浩さんが塙保己一先生の映画を作りました。この映画の上映

と合わせて吉野先生の講演も聞ける生涯学習推進大会が開催さ

れます。映画もよくできていますし、講演も素晴らしい話が聞け

るものと思いますので、皆様のご参加をお願いします。 

以上、いろいろお話いたしましたけれども、今後とも、この推

進協議会において、皆様のご意見をいただきながら、本市の障害

者施策を推進することができますよう、皆様のご協力をよろしく

お願い申し上げ、あいさつといたします。本日はご参集ありがと

うございます。どうぞよろしくお願いします。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。 

本日は第１回目の会議でございますので、ここで委員の皆様に

は自己紹介をお願いしたいと思います。 

それでは、恐縮でございますが、また名簿の順で、「種村委員」 

から順次、自席にてよろしくお願いいたします。 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

各委員 《委員自己紹介（所属・氏名）》 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。 

続きまして事務局ですが、順に自己紹介申し上げます。 

 

《事務局自己紹介（所属・氏名）》 

 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここで事務局よりご報告申し上げます。 

本庄市障害者施策推進協議会条例第６条第３項には、会議の成

立要件といたしまして、過半数以上の出席が必要と規定されてお

ります。 

本日は、委員２０名中１７名の委員の方の出席をいただいてお

りますので、本会議は成立となります。 

なお、本日所用によりご欠席の、３名につきましては、後日、

事務局より、会議資料とともに本日の会議についてご報告させて

いただきます。 

事務局 

（佐々木課長） 

４ 正副会長選出 

 

続きまして、次第４の「正副会長選出」でございます。 

会長・副会長につきましては、本庄市障害者施策推進協議会条

例第５条第１項において、「協議会に会長及び副会長１人を置き、

委員の互選によりこれを定める」と規定されています。この規定

に基づきまして、皆様に会長・副会長を選出していただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

選出にあたりまして、選出区分・お名前・団体名等は、お手元

の資料１の本協議会委員名簿をご覧ください。 

なお、会長・副会長の選出につきましては、山田福祉部長の進

行により進めさせていただきますのでご了承ください。 

山田福祉部長 

それでは、会長が決まりますまで、暫時進行を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

先ほど事務局からご説明させていただきましたとおり、条例に

より「会長は委員の互選により定める」と規定されております。 

委員の皆様いかがでしょうか。 

種村委員 事務局の腹案があれば、伺いたいのですが。 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

山田福祉部長 
ただいま、種村委員より、事務局の腹案とのご意見がありまし

た。事務局いかがでしょうか 

事務局 

（佐々木課長） 

前回の本庄市障害者計画策定協議会では、「本庄市議会議員」

からの選出委員に会長を務めていただいておりました。そこで、

前例にならい、今回につきましても、第５号「市議会議員」より

推薦いただいております、「堀口委員」に会長をお願いできない

か、と考えております。 

山田福祉部長 

ただいま、事務局から、堀口委員に会長をお願いできないかと

いう提案がありました。 

委員の皆様、これにつきましてご意見はございますでしょうか 

委員 《「異議なし」との声》 

山田福祉部長 
では、この提案につきまして、ご異議がなければ、皆様、拍手

にてご承認をいただきたいと思います。 

委員一同 《一同 拍手で承認》 

山田福祉部長 

ありがとうございます。拍手多数と認められますので、会長に

つきましては堀口委員にお引き受けいただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

会長が決まりましたので、私はこれで進行の任を降ろさせてい

ただきます。ご協力ありがとうございました。 

事務局 

（佐々木課長） 

それでは、堀口会長におかれましては、前方の会長席へ移動を

お願いいたします。 

 

《会長は席を移動》 

 

ここで、本庄市障害者施策推進協議会の会長に就任されました

堀口会長より、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

堀口会長 

 ただいま、会長の任をいただくこととなりました堀口でござい

ます。本日はお忙しいところ、また、お寒い中、お集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 初めての方もいらっしゃると思いますが、この計画は、本庄市

の障害者施策を進めるうえで大変重要な計画となっております。 

あらかじめ皆様に届いていると思いますが、第４次本庄市障害 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

堀口会長 

者計画、第７期本庄市障害福祉計画、第３期本庄市障害児福祉計

画、「誰もが自分らしく暮らせる共生のまち 本庄」の最初のペ

ージに、「はじめに」として市長の言葉があります。この中に、

「本庄市が生誕の地である塙保己一先生は、盲目という障害を抱

えながらも、不断・不屈の努力により、「群書類従」を編纂され

ました。その偉業は、計り知れない足跡を我が国の文化史上に残

しました。その陰で、先生の周囲において惜しみ無い力添えをし

た多くの人々の支えがあったことを忘れてはなりません。このこ

とは、後世の私たちに、あるべき共生社会の一端を指し示してく

れています。」とありますように、本市は、盲目の偉人塙保己一

先生の生誕の地であります、共生社会が実現できるよう、誰もが

自分らしく暮らせるそういう街になれるよう取り組んで参りた

いと思います。皆様には、忌憚のないご意見をお寄せいただき、

本市の障害者施策の推進のため、３年間、このメンバーで努めて

参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、私のあいさ

つといたします。どうぞよろしくお願いします。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、副会長の選出をお願いします。 

なお、進行につきましては、堀口会長にお願いしたく存じます。 

堀口会長 

それでは、副会長の選出を行いますので、委員の皆さまにおか

れましてはご協力をお願い申し上げます。 

先ほど事務局から説明がありましたが、副会長についても委員

の互選により定めることとされています。 

委員の皆様、いかがでしょうか 

種村委員 事務局の腹案があれば、伺いたいのですが。 

堀口会長 
事務局腹案とのお声が上がりました。 

事務局いかがでしょうか 

事務局 

（佐々木課長） 

前回の協議会では「本庄市身体障害者福祉会」会長の種村委員

に副会長を務めていただいておりました。 

事務局といたしましては、長く、埼玉県及び本庄市の身体障害

者福祉会の会長として、障害者福祉に関わっておられることか

ら、「種村委員」にお願いできないかと考えております。 

堀口会長 
ただいまの事務局から、種村委員に副会長をという提案でござ

いますが、皆様、拍手にてご承認をいただきたいと思います。 

委員一同 《一同 拍手で承認》 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

堀口会長 

ありがとうございます。拍手多数でございますので、種村委員

に副会長をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

事務局 

（佐々木課長） 

種村様、席のご移動をお願いします。 

 

《副会長は席を移動》 

 

それでは、副会長に就任されました種村副会長より、ご挨拶を

いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

種村副会長 

副会長に推薦されました種村でございます。この推進協議会で

は、私は３期目になります。これまでの様子を鑑みますと、事務

局からたたき台をだしていただき、それに、皆様それぞれのお立

場からの意見をいただきながら、そのたたき台に命を吹き込むこ

とがこの協議会の大きな役割かと思います。皆様の立場から、ま

た、障害者当人の思いをこの協議会の場で発言いただき、本庄市

域の障害者計画に命を吹き込んでいただくという重大な役割が

あります。私も微力ながらお手伝いしたいと考えておりますの

で、皆様どうぞよろしくお願いします。 

事務局 

（佐々木課長） 
ありがとうございました。 

事務局 

（佐々木課長） 

５ 諮問 

 

続きまして、次第５の「諮問」でございますが、吉田市長より

堀口会長に諮問書をお渡しいたします。委員の皆様は、お手元の

資料７ページの諮問書をご覧ください。 

なお、本日用意いたしました諮問書には、選任前でございまし

たので、協議会堀口会長のお名前が入っておりませんが、後日お

名前のあるものをお渡しいたしますので、ご了承ください。 

それでは、吉田市長、堀口会長、よろしくお願いします。 

 

《吉田市長より「資料２諮問書」の朗読及び堀口会長へ手交》 

 

ありがとうごございました。 

今後、ただ今の諮問に基づきまして、「現行計画の推進」、また 

「次期計画の策定」について、本協議会にてご意見をいただくこ 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（佐々木課長） 

ととなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

ここで、吉田市長には、他の公務のため退席させていただきま

す。 

 

《吉田市長 退席》 

 

それでは、議題に入る前に、事務局より本日の資料の確認をさ

せていただきます。まずは、事前に郵送させていただきました資

料といたしまして、 

本日の次第、 

冊子にとじました、 

１ページの資料 1、委員名簿 

２ページの同じく資料 1、協議会条例 

５ページの同じく資料 1、協議会規則 

７ページの資料 2、諮問書 

８ページの資料 3、協議会の運営方法について 

９ページの同じく資料 3、傍聴規則 

別冊の第４次本庄市障害者計画・第７期本庄市障害福祉計画・ 

第３期本庄市障害児福祉計画 本編及び概要版 でございます。 

次に、本日お配りしました「改正障害者差別解消法により『合

理的配慮の提供』が事業者にも義務化されました説明会」のチラ

シ。 

以上、４点でございます。 

お手元の資料に不足等はございませんでしょうか。 

事務局 

（佐々木課長） 

６ 議題 

（１）協議事項 

①本庄市障害者施策推進協議会の運営方法について 

 

それでは続きまして、次第６の「議題」に入らせていただきま

す。 

議事の進行につきましては、本庄市障害者施策推進協議会条例

第６条第１項の規定に基づき、会長にお願いしたいと思います。 

これからの議事の進行につきましては、堀口会長、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

堀口会長 
会長が会議の議長を行うということでございますので、この後

の議題につきまして、議事の進行を務めさせていただきます。 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

堀口会長 

会議のスムーズな運営にご協力をお願いいたします。 

それでは早速議事に入らせていただきます。 

議題の（１）協議事項の①「本庄市障害者施策推進協議会の

運営方法について」を議題といたします。事務局から説明をお 

願いします。 

事務局 

（横尾課長補佐） 

それでは、「本庄市障害者施策推進協議会の運営方法につい

て」、ご説明いたします。事前に配布いたしました資料の冊子の

８ページ、資料３の「本庄市障害者施策推進協議会の運営方法に

ついて」をご覧ください。 

本市では、地方自治法の規定により、法令に基づき執行機関の

行政執行に必要な調停、審査、諮問などを行うこと職務とする、

条例をもって設置する合議制の附属機関と、市民や各種団体、専

門的な知識を有する方の意見を市政に反映させることを目的に、

要綱などにより設置する懇談会などの私的諮問機関とを設置し、

市政進展、市民福祉の増進を図っております。 

この附属機関と私的諮問機関、合わせて附属機関等とさせてい

ただきますが、本市では、附属機関等に関し、「取扱いに関する

指針」、「設置及び運営に関する要綱」、「委員の公募実施要項」な

どを定め、適正な運用に努めています。 

本庄市障害者施策推進協議会は、本庄市障害者計画、本庄市障

害福祉計画、本庄市障害児福祉計画の策定について意見を述べる

とともに、各施策・事業の進捗を確認し、さらには、新たな取り

組みに関する調査や審議をすることを目的に設置された附属機

関でございます。先ほど申し上げました各要項等の規定により運

営するものですが、資料３掲げました会議録の作成についての詳

細、それから傍聴人の定員については、それぞれの附属機関にお

いて委員の皆様の衆議によりお決めいただき運営していますこ

とから、本協議会におきましても、新たに第３期の発足にあたり

ご審議いただくものです。 

事務局からの説明は以上でございます。 

堀口会長 
ただいまの事務局からの説明に対しまして、ご意見ご質問がご

ざいましたらお願いします。 

委員 《一同意見等なし》 

堀口会長 
よろしいでしょうか。ただいま、協議事項の①「本庄市障害者

施策推進協議会の運営方法について」、ご協議いただきましたが、 
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堀口会長 

ほかにないようですので、お諮りいたします。 

本件ついては、案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

よろしければ拍手をもってご承認ください。 

委員一同 《一同 拍手で承認》 

堀口会長 

ありがとうございます。本協議会の運営については、これによ

り進めていくことといたしますので、皆様、また、事務局にお

いても、よろしくお願いします。 

堀口会長 

②第４次本庄市障害者計画・第７期本庄市障害福祉計画・ 

第３期本庄市障害児福祉計画の概要について 

 

続きまして、協議事項の②「第４次本庄市障害者計画・第７期

本庄市障害福祉計画・第３期本庄市障害児福祉計画の概要につい 

て」、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（横尾課長補佐） 

それでは、ご説明申し上げます。 

事前に配布いたしました「概要版」をご覧いただきたいと存じ

ます。 

この度第３期の本庄市障害者施策推進協議会委員にご就任い

ただきました皆様の中には、第２期におきまして、特に昨年度に、

これらの計画の策定にご尽力をいただいた方もいらっしゃいま

す。改めて感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 

本日の説明は、第２期より継続して委員にご就任された方に

は、新しいことではありませんが、これら計画が初めての方もお

られますので、ご覧の「概要版」にて計画の概要をご説明いたし

ますとともに、次年度以降に皆様にご審議いただくことについて

ご説明申し上げます。 

まず、１ページをご覧ください。計画策定の趣旨と性格につい

てでございます。 

本市は、障害の有無にかかわらず、すべての市民が身近な地域

で役割を持ち、お互いを尊重しながら、その人らしい暮らしので

きる共生社会の実現のため、本市の障害のある人等を取り巻く現

状を踏まえるとともに、障害福祉制度の変更や法令の改正等に対

応した第４次障害者計画等を策定し、ここに掲げた施策に各分野

ごと、部署ごとに取り組むこととなっております。 

また、中ほどにあります、それぞれの３つの計画の性格でござ

いますが、障害者計画は、障害者基本法に基づく、障害者のため 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（横尾課長補佐） 

の多分野にわたる施策に関する基本的な計画でございます。 

その下の障害福祉計画でございますが、こちらは、障害者総合

支援法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する実施計画で

ございます。 

 その下の障害児福祉計画でございます。こちらは、児童福祉法

に基づく、障害児福祉サービス等の確保に関する実施計画という

ことでございます。 

 続いてその下の計画の期間でございます。 

 障害者計画は、今年度、令和６年度を初年度として、令和１１

年度までの６年間を計画期間としております。 

 障害福祉計画と障害児福祉計画は、同じく今年度、令和６年度

を初年度として、令和８年度までの３年間を計画期間としており

ます。 

次に、計画の幹（みき）、根幹でございます。隣の２ページを

ご覧いただきたいと思います。 

上段にあります、「本庄市地域福祉計画」の基本理念、「みんな

で支えあう、思いやりのあるまち 本庄～安心と共生のまちづく

り」の実現に、障害者福祉の観点から寄与することを願い、基本

理念として「誰もが自分らしく暮らせる共生のまち 本庄」を掲

げ、障害の有無だけではなく、性別や年齢など、すべての属性を

超えて、あらゆる人がいきいきとした人生を享受できる社会づく

りを推進するとしております。 

そして、この基本理念実現に向け、施策の体系としまして、４

つの基本目標を掲げて、各分野、各部署において施策の推進に取

り組むこととしております。 

ここに掲げた施策でございますが、基本目標１「誰もが暮らし

やすいまちづくり」においては３５の施策、基本目標２の「利用

本位のサービス提供」にきましては３８の施策、その下基本目標

３「自立と社会参加の推進」においては１５の施策、基本目標４

「市民の安心を守る取り組み」においては１６の施策、合計で１

０４の施策がございまして、多くは、前計画から引き続き推進し

ているものですが、法令の改正などの施策推進の環境の変化を反

映するとともに、担当部署の変更などから、施策の取り組み方法

の変更なども取り入れ、３ページから４ページにあります各施策

の方向性ごとに推進することとしております。先ほど申し上げま

した基本目標につきましては、３ページ、４ページをご覧いただ 

ければと存じます。 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（横尾課長補佐） 

続きまして、５ページでございます。 

障害（児）福祉サービスの見込みと確保方策、障害福祉計画・

障害児福祉計画についてご説明申し上げます。 

はじめに、考え方でございますが、厚生労働省が定めた基本指

針や埼玉県が定めた基本的な考え方を参考に、本市における障害

のある人への支援の成果目標を定めるとともに、障害のある人が

住み慣れた地域で自立した生活を送るために実施する障害福祉

サービス等について、見込みと確保方策を掲げています。 

そして、厚生労働省が定めた７つの項目について、それぞれ、

本市の現状を踏まえ、前の計画からの取組みに対して、計画期間

内での新たな成果目標を掲げています。 

（２）のところ、１つ目ですが、「施設入所者の地域生活への

移行」につきましては、障害のある人及び家族の意向を尊重した

生活の場の確保ができるよう支援するとしています。 

２つ目、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」

でございます。保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置を

含め、地域の実情に合った支援体制の整備を検討することを掲げ

ております。 

３つ目、「地域生活支援の充実」につきましては、特に需要が

あります緊急時の対応が可能な施設入所支援を実施できる施設

の確保について、児玉郡市内での面的整備も含め、関係機関と協

議を進めて参ります。 

４つ目でございます、「福祉施設から一般就労への移行等」で

ございます。就労を希望する障害のある人が一般就労につながる

よう、児玉郡市障害者自立支援協議会の就労支援部会を中心に、

関係機関と連携を図るとともに、福祉施設における就労支援の強

化や就労移行支援事業を活用し、一般就労への移行を目指して参

ります。 

続いて６ページでございます。「障害児支援の提供体制の整備

等」につきましてでございます。これまで、保健、医療、保育、

教育、就労支援等の関係機関とも連携を図ったうえで、障害のあ

るこどもとその家族に対して、乳幼児期から効果的な支援を身近

な場所で提供する体制の構築に向け取り組んで参りました。この

取り組みを素地としまして、その中核をなす児童発達支援センタ

ーの設置に関し、令和８年度までに児玉郡内での設置に向け検討

して参ります。 

６つ目でございます、「相談支援体制の充実・強化等」でござ 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（横尾課長補佐） 

います。 

これまで、児玉郡市において共同で相談支援を障害種別ごとに

委託して実施しております。専門職員の配置により機能強化を図

っているところでございます。今後さらに、地域における相談支

援体制を強化するため、児玉郡市障害者自立支援協議会の相談支

援部会等を中心として、各事業の連携や人材の育成を図るととも

に、令和５年度に発足いたしました、児玉郡市障害者基幹相談支

援センターの機能強化に努めて参ります。 

７つ目でございます、「障害福祉サービス等の質を向上させる

ための取組にかかる体制の構築」でございます。 

障害のある人が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を

実施していくためには、障害福祉に携わる市職員が障害者総合支

援法の具体的内容を理解するとともに、地域でのサービスの実態

の把握や障害のある人自身の意思決定を支えることにも見識を

持つ必要があるといたしまして、様々な研修の実施、地域の相談

支援体制の強化などから、障害福祉サービスの質の向上を図ると

してございます。 

続いて、（３）「障害福祉サービスの見込量と確保方策について」

でございます。障害のある人が住み慣れた地域で自立した生活を

送るために実施する障害福祉サービス等について、今後も、専門

的な知識・技術を有する民間事業者による適切なサービスの確保

を図るとともに、関係機関との連携によるサービスに関する情報

提供に努めますとして、訪問系サービス、日中活動系サービス、

居住系サービス、相談支援サービス、それぞれの課題を把握しな

がら適正なサービス提供・サービスの充実に努めて参ります。 

続いて、７ページでございます。 

「地域生活支援事業の見込と確保方策」でございます。地域生

活支援事業は、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送

ることができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ実施する事

業でございます。本市においても、積極的な社会参加ができるよ

う、利用者本位となるよう、基幹相談支援センターを中心に、一

覧にございます１５事業を積極的に取り組んで参ります。 

これまでご説明いたしました、障害福祉計画・障害児福祉計画

につきましては、本編計画書に、サービス実績とそれに基づく見

込み量や目標値といった数値を掲げておりますので、後ほどご覧

ください。 

障害者計画等の概要の説明は以上となります。 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（横尾課長補佐） 

引き続きまして、次年度以降に皆様にご審議いただくことにつ

いてご説明いたします。 

先ほど計画の期間についてご覧いただきましたが、障害者計画

等は、令和６年度が初年度でございますので、年度が改まった令

和７年度に、計画に掲げました１０４の施策の令和６年度の取り

組み内容について、各部署に自己評価を含めた取り組みシートの

提出を求める予定でございます。それから、障害福祉計画及び障

害児福祉計画については、当課の各担当による実績集計等を行い

ます。 

委員の皆様には、これらについてご審議いただくことを予定し

ております。 

事務局からの説明は以上でございます。 

堀口会長 
ただいまの事務局からの説明に対しまして、ご意見ご質問がご

ざいましたらお願いします。 

種村副会長 

この障害者計画には、昨年４月１日に改正障害者差別解消法が

施行になりましたが、この策定当時、ある程度、改正障害者差別

解消法に関し、民間事業者への理解を得るための方策も盛り込ん

だと記憶しています。今後、公的機関や障害者支援機関等々だけ

では完結することにはならないと思います。やはり民間事業者、

この場合、一般の商店、工場、社会福祉法人、NPO 法人が含まれ

ますが、そこにいかに改正障害者差別解消法の趣旨を浸透させて

いくかがカギになると思います。特に就労の面に関しましては、 

一般就労について計画に入ってくるのであれば、尚更重要になっ

てきます。児玉郡市において、障害者が安心して暮らせるような

平穏な街をつくっていこうとすると、当然インフラ等々、共同施

設、公共施設、就職にあたっては、就労可能な事業所等々、のバ

リアフリー等々が推進されて行かなくてはならないということ

でございます。 

残念ながら、私ども障害者団体としては、行政サイドに対して

は、バリアフリー化に伴う事業支援みたいな形で行政サイドから

の支援金がでないかということについて、県単位、あるいは全国

単位でお話させていただいておりますが、幸いにして埼玉県では

いくつかの支援等々がでるという行政機関も見受けられるよう

になりました。今後の話になりますが、どうしても民間事業者に

対してお願いをするとなると、それなりの行政からの支援という

ものも必要になっていく、単なる情報提供だけでは、今後のバリ 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

種村副会長 

アフリー化は難しくなってしまうのではないかと思います。そう

した意味からも、今後の計画を進める中で、こうした支援、お金

の話もあるので直ちにとはいかないかもしれませんが、そうした

ことも含め、今後、議論を進めていただきたいと思います。 

堀口会長 ただいまのご意見に対して、事務局お願いします。 

事務局 

（佐々木課長） 

種村副会長、ありがとうございます。 

まず、改正障害者差別解消法をいかに市内の事業者に浸透させ

ていくかでございますが、私どもも、共生社会の実現を目指すた

めには、この法改正をしっかり民間事業者にご理解をいただくこ

とがまずは大変重要なことであると考えているところでござい

ます。そのため、改正障害者差別解消法の施行に合わせて、広報

ほんじょうにおきましてご紹介をさせていただいたところでご

ざいます。また、本日お配りしました、埼玉県と共催の民間事業

所向け研修会も予定しているところです。こうした取り組みをさ

せていただき、様々なご意見を伺いながら、さらに啓発等に努め

ていきたいと考えております。 

また、就労の機会のお話もいただきましたが、この地域おける

就労関係の支援をしている事業所等が集まりまして、児玉郡市障

害者自立支援協議会就労部会において、様々な地域課題の抽出を

行っているところです。そちらでの様々な地域課題を検討してい

きながら、一般就労を目指す人が一般就労につながる施策につい

ても、市としても、ご意見をいただきながら取り組んでいきたい

と考えているところです。 

３つ目のバリアフリー、差別解消法にご協力いただける事業者

に対する支援というところについて、ご意見をいただきました。 

こちらにつきましても、近隣の市町の状況等を研究させていた

だきながら、検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

堀口会長 種村副会長、よろしいでしょうか。 

種村副会長 はい。結構です。 

堀口会長 
ほかにご意見ございますでしょうか。 

小松委員お願いします。 

小松委員 特別支援学校の小松でございます。 
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小松委員 

 「合理的配慮の提供」ということが、改正障害者差別解消法に

より事業者にも義務化されました。公的機関は以前から義務化さ

れていますが、公的機関である学校は以前から義務化されている

はずなんですが、「合理的配慮」について学校にお話ししたとこ

ろ、そういう取り組みができないということが未だにあります。

「合理的配慮」について、学習会、研修会を行っても、参加者は、

障害のある方の支援者ばかりで、本当に知ってほしいところに届

かないのが実情です。 

それで、特別支援学校への希望者が多くなってしまっていま

す。だけどこの位の配慮は小学校、中学校でやって何も負担がな

いのではないかと思うことが多々あります。障害がある、少しで

も障害があったら専門家のいるところへということが、小中学校

が言ってくることの中に見られます。公的機関として「合理的配

慮の提供」というものを知る機会を持っていただきたいと考えて

います。 

堀口会長 ただいまのご意見に対して、事務局お願いします。 

事務局 

（佐々木課長） 

はい、小松委員ありがとうございます。 

差別解消法がはじめに施行されました時に、市の職員向け、市

の機関全部、教育委員会を含め研修会を行いました。また、この

度の改正に伴い広報等をさせていただきましたが、ただ今、公共

機関ということをいただきましたので、改正差別解消法につい

て、また、合理的配慮の提供について、市の職員や学校に向け、

私ども自身が理解をしていくよう、改めて機会を設けて検討して

いきたいと考えております。 

貴重なご意見をいただきましたので、どのようなかたちででき

るかはすぐにこうというかたちでお答えできませんが、これを機

に、市民の皆様にお伝えするだけではなく、内部についても機会

を持つように検討したいと思いました。ありがとうございます。 

堀口会長 小松委員、よろしいでしょうか。 

小松委員 はい。 

堀口会長 

ほかにご意見ございますでしょうか。 

なければ、私からよろしいでしょうか。 

はじめに、概要版の５ページ、障害（児）福祉サービス等の見

込みと確保方策の、（１）、（２）とありますが、（２）の１つ目の 
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堀口会長 

「施設入所者の地域生活への移行」というところで、施設入所

から地域生活への移行とありますが、これは、例えば施設から街

に出て一人暮らしをするということかと思われますが、実際にこ

ういった希望というのが、今現在出ているのか、ということがわ

かればお願いします。 

 続いて、６ページの「障害児支援の提供体制の整備等」に、「児

童発達支援センターの設置に関しては、令和８年度までに、児玉

郡市での設置に向け、検討します。」とありますが、具体的な方

向性みたいなものが今現在出ているのか、出ているのであればご

説明をお願いします。 

続いて、７ページですが、（４）地域生活支援事業の見込と確

保方策の１５の事業というのがありますが、この事業一つ一つ簡

単で結構ですが説明ができれば、お願いします。 

事務局 

（佐々木課長） 

はい、ありがとうございます。 

それでは説明させていただきます。 

まず、概要版の５ページ、目標に掲げております、施設からの

地域移行についてでございます。長らく施設に入所されている

方、または病気で入院されている方が、地域で生活できることを

目指して、地域の支援者の皆様方と取り組んでいるところです。 

実際にそのようなご希望や調整をさせていただいていること

はございます。今日参加していただいております基幹相談支援セ

ンターなどに連携を取っていただくケースも多々あります。実際

には、すぐに一人暮らしをする方は、絶対いないというわけでは

ありませんが、今地域の中で多いケースといたしましては、まず

はグループホームというところに入居していただき、グループホ

ームは「在宅」という括りになりますが、共同生活をしていただ

いたり、生活に支援を受けながら、自立していくということが一

般的に多いケースかと思っております。このような形で、それぞ

れの方のご希望に合わせた地域生活ができるように、施設からの

移行ができるように努めているところでございます。 

２つ目の、児童発達支援センターについて、ただ今どのような

協議をしているかというところについてご説明させていただき

ます。 

お手元に配布させていただいた計画には、令和８年度までに、

児玉郡市の福祉圏域に１か所、児童発達支援センターを設置する

という目標を掲げさせていただいております。実は、前の計画で

も、３年間の計画期間内に児童発達支援センターを設置したいと 
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事務局 

（佐々木課長） 

いう目標を設定しておりましたが、これが延長となっているとい

うところでございます。 

 国では、市町村に１か所、もしくは福祉圏域に１か所、児童発

達支援センターの機能を持った事業所を設置するようにという

ところを指針として掲げられているところです。 

現在の検討の状況ですけれども、児童発達支援センターは県内

にも先発でたくさんできておりますが、それぞれ持っている機能

や成り立ち等が違っておりますので、それについて、情報収集等

に努めているところです。特に、その協議の中心ですが、現在、

児玉郡市障害者自立支援協議会の運営部会というところ、協議会

全体の中心を占めるところですけれども、基幹相談支援センター

と事業所の職員が一緒になって勉強会を開催しているところで

ございます。つい先日も、県のアドバイザー事業を利用いたしま

して、先行自治体事例などを伺いながら検討しているところでご

ざいます。 

ですので、現状といたしましては、この地域にどんな児童発達

支援センターが必要か、また、児童発達支援センターをどのよう

に利用していくかという、地域でのルール作り等をまずは検討し

ている段階でございます。その進捗状況につきましても、今後報

告をさせていただきたいと考えております。 

続きまして３つ目の、本日お配りさせていただいています計画

の概要版の７ページ、地域生活支援事業の１５の事業につきまし

て、説明させていただきます。 

まず、理解促進研修・啓発事業でございますが、障害について

ご理解をいただくための研修会や講演会を実施していることろ

でございます。 

市町村単独で実施するというよりも、先日、古太萬の会の方や

双葉会の方と一緒にさせていただいた「こころの講演会」がござ

いました。このように、ＮＰＯ法人等が実施するものに市も協力

しながら、事業を開催していることもございます。 

次に、成年後見制度利用支援事業でございますが、成年後見制

度を利用していただくように啓発事業をするとともに、どうして

も身内の方から成年後見の申し立てができないときに、代わって

市長が申し立てをさせていただくこともやっております。また、

その市長申し立てをさせていただいた方が、後見人報酬を払うの

が難しいときに、その報酬を支援させていただく事業等をしなが 

ら、成年後見制度の促進につなげていきたいと考えております。 
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事務局 

（佐々木課長） 

日常生活用具給付事業でございますが、一番多いのはストマ用

品、紙おむつ等の配布などで、障害のある方が日常生活するうえ

で支援させていただく用具の給付を行う事業です。 

次に、地域活動支援センター事業でございますが、郡内に２か

所、地域活動支援センターがございます。１つは児玉郡市共同で

設置しております「ポノポノ」という、本庄高校の近くにありま

すが、精神障害のある方の日常の居場所として、古太萬の会に委

託して地域活動支援センターを開いていただいております。もう

一つ、本庄市単独で障害福祉センターにございます「デイケアひ

まわり」という地域活動支援センターもございます。障害のある

方が日中集まっていただいて、活動していただくというものでご

ざいます。 

次の巡回支援専門員整備事業でございますが、こちらにつきま

しては、保育園や学校を訪問させていただいて、障害のある方だ

けではなく、必要な時に必要なアドバイスをさせていただいてい

る事業でございます。 

次の自発的活動支援事業は、地域の中で、様々な活動、障害の

ある方への支援をして発信していただいている団体等、自分たち

の会の活動だけにとどまらず、地域全体に向けて発信し、活動を

している団体等に補助金を交付させていただきまして、その活動

を支援させているところでございます。 

次の、成年後見制度法人後見支援事業でございますが、成年後

見人となっていただく方の法人後見といいまして、グループで後

見人の活動をしている方への研修等をさせていただいている事

業でございます。 

手話奉仕員養成研修事業でございますが、日常生活において、

手話を学んでいただいて、地域で活用していただくとして、手話

通訳者とまでではありませんが、手話を覚えていただくというと

ころです。今年度、手話奉仕員入門編を開催いたしまして、来年

度は、５月から基礎編に進んでいただく予定です。先日卒業式が

ございまして、１７名の方が、半年という長い講座を卒業して、

手話を日常でお使いになるところを見学させていただきました。 

訪問入浴サービス事業でございますが、日中活動として、生活

介護などを使っていただく中で入浴ができる方、また、ヘルパー

さんが自宅に伺って身体介助を受けながら入浴ができる方以外

で、入浴する手段がないという方に、浴槽を持って、支援の方３ 

人ぐらいで自宅に伺って、自宅で入浴をしていただくというサー 
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発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（佐々木課長） 

ビスを提供させていただいております。 

 社会参加支援事業というのは、スポーツ・文化活動や、声の広

報など、社会活動に参加していただくための様々な事業を展開し

ているところでございます。 

 相談支援事業でございますが、この地域の相談支援の中核とな

ります基幹相談支援センターほみかの設置、身体障害、知的障害、

精神障害に対応し、それぞれに専門性を高く設置しております、

「さわやか」と「さわやか」、「みさと」という事業所で執り行な

っている事業でございます。 

 意思疎通支援事業は、今日も来ていただいておりますが、手話

通訳を派遣する事業、それからもう一つ、要約筆記といいまして、

パソコンで書いて表示したりとか、ノートテイクといってノート

に書いたりとか、の要約筆記の事業という、本庄市では、この２

つの事業を意思疎通支援事業として実施しております。 

 移動支援事業は、ヘルパーさんについていただいて、障害のあ

る方が移動して社会参加ができるようにする事業でございます。 

 日中一時支援事業につきましては、一時預かりサービスと考え

ていただければわかりやすいかと存じます。 

 最後の就業・就労支援事業でございますが、職親制度というの

がございまして、知的障害がある方が、事業所に入りまして、就

労訓練を受けるというものでございます。本庄市でも今ご利用い

ただいている方がいらっしゃいます。 

 駆け足になりましたけれども、１５の事業を説明させていただ

きました。以上でございます。 

堀口会長 

はい、ありがとうございました。 

ほかにございますでしょうか。では、よろしいでしょうか。 

 

ただいま、協議事項の②「第４次本庄市障害者計画・第７期本

庄市障害福祉計画・第３期本庄市障害児福祉計画の概要につい

て」をご協議いただきましたが、他に無いようですので、これに

つきましては、終了といたします。 

本件についての委員の皆様からいただいた意見等は、事務局で

十分に参酌され、今後の取り組みに活かしていただくようお願い

します。 

 そのほかに、ご意見、ご質問はございませんか。 
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堀口会長 

 無いようでしたら、これで、本日の議事は終了とさせていただ

きます。 

委員の皆様におかれましては、議事進行へのご協力と貴重なご

意見をいただき、感謝申し上げます。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。 

委員の皆様には、長時間にわたり、慎重にご協議いただきまし

て、大変ありがとうございました。 

また、議長を務めていただきました、堀口会長、ありがとうご

ざいました。 

 

事務局 

（佐々木課長） 

７ その他 

 

続きまして、次第の７、その他に移らせていただきます。 

まずは、事務局より、１つお話しさせていただきます。  

先程来、すでに何度かご説明させていただきましたが、障害者

差別解消法の改正によりまして、説明会を開催したいと考えてお

ります。 

この説明会は、障害者差別解消法が改正されまして、施行され、

『合理的配慮の提供』が、一般事業者にも義務化されましたこと

を受け、圏域内事業者の皆様にお知らせし、ご理解を深めていた

だくことを目的に、埼玉県と児玉郡市１市３町が共同で開催する

説明会でございます。 

すでに、圏域内各商工団体様にはご協力をいただき、会員の皆

様にチラシを配布いただいております。また、本市のホームペー

ジに掲載し、参加者を募っているところです。 

開催日時は、本年３月１９日（水）午後２時からで、会場は、

本庄商工会議所２階大ホールです。 

内容としましては、第１部で県による説明、第２部でチラシ裏

面に掲げました障害平等研修を行います。 

参加資格といたしましては、児玉郡市内の事業者の方でござい

ます。 

委員の皆様におかれましては、事業者としてご参加いただけま

すので、よろしくお願いします。また、お知り合いの事業者の方

にも、ご参加いただきますようご紹介ください。よろしくお願い

します。 

事務局からは以上でございますが、皆様、お集まりの機会でご 
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事務局 

（佐々木課長） 

ざいますので、何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

堀口会長 

先ほど小松委員がおっしゃられたことについて、もうちょっと

詳しくご説明いただきたいのですが。合理的配慮の今の現状とい

うか、お話を伺いたいと思います。 

事務局 

（佐々木課長） 
小松委員、お願いします。 

小松委員 

ありがとうございます。説明の機会をいただき、ありがとうご

ざいます。 

合理的配慮って、ここにもあるように、申し出があった場合に

提供することになっているのですが、そもそも、合理的配慮とい

うものが配慮とどう違うのか、公的機関の方が“配慮でいいんだ

よ”という、同じ公的機関の合理的配慮の講義だったりを聞いて

いるんです。だから、配慮とは、小学校で、そんなに配慮できな

い、危険だったりして特別扱いになってしまうという、また、そ

れを言わせない雰囲気にもなっている。 

合理的配慮と配慮の違いを学校が分かっていない。あとは、合

理的配慮の申出をしても、金銭的な課題もあって、学校としては、

特別扱いになってしまうからやれない、という断り方をしてしま

う。こういうことが多々あるというか、ほとんどそういう状況に

なっています。 

私どもが、合理的配慮というのはそうしたものではないと、学

校にお話に行くと、“では、そういうことがわかる、専門的な先

生のいる特別支援学校にお世話になりましょう。”として、どん

どん、知的障害のある子であったり、知的障害がなくても、発達

障害の子がどんどん特別支援学校に来てしまって、“それが専門

的だからしあわせだよね”って、小学校の先生に拒絶されてしま

う。優しいみたいに言っているけれど、それは拒絶だな、差別だ

なと感じることが多いです。 

それなので、実際に小学校の先生が合理的配慮を知らなければ

ならないと思っていると思いますが、また、知らなければいけな

いと思いますが、実際、勉強会に出てくる人はいない状況です。 

インクルーシブ教育は、県全体もいけないと思いますが、特別

支援教育課という県の方にくっついています。インクルーシブ教

育は本来、小中学校でやっていかなければならないと思います

が、義務教育課ではなく、特別支援教育課が所管しています。 
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小松委員 

それで、その時点で、少しでも障害のある子は特別支援学校に行

った方が専門的だし、しあわせだよという、優しく思いやりのあ

るような差別を受けてしまうと感じることが多いです。 

という話です。 

種村副会長 

まったくその通りです。体制としては６０年代と全然変わって

いない。これはいわゆる、組織的な問題、風土的な問題がそのま

ま６０年前から変わっていないということでございます。 

もともと差別解消法が施行されるにあたって、私は県の委員会

にも出ていましたが、その場でこういう質問をしました。「公共

施設というのは、学校、県立・市立等々のいわゆる公立の小中学

校は、公共施設ですか。」これと同じ質問を本庄市でも行いまし

た。なかなか的を得た回答はありませんでした。 

要は、教育委員会そのものが、いわゆる「インクルーシブ教育」

というもの自体を認めていない、先ほどのお話のように、障害者

に対する負担が起こることに理解がないと思います。その大きな

基本的な障害者施策というものを、官庁を一つにまとめて始めた

ところから、差別が始まっていると思っています。健常者以外を

一つにして、その中でコミュニティをつくって、その中で生きて

ゆきなさいというのが、基本的な“思惑”だと考えているように

思われます。 

このような状況が多分埼玉県でも、教育委員会の中に蔓延して

いるというのは、基本的な考え方が６０年前、７０年前から全然

変わっていないという印象を持っています。 

教育委員会は、どこの自治体でも、手を出せない“神様”みた

いに、触れることを恐れている雰囲気がある。 

ここにお集まりの皆さんには、そこを言ってもらった方がいい

と思いますし、そこに挑戦すること自体は、難しいことですが、

意味のあることだと思います。 

本庄市も埼玉県も、これらを進めることで、孤立するのは大変

だと思っているのかもしれませんが、大変苦労してるようです。 

これは、私のこれまで体験、様々な会議に出たり運動をしてき

た中での、偽らざる心境でございます。 

堀口会長 

ありがとうございます。 

そうしますと、特別支援クラスが各小学校にありますが、普通

クラスと特別支援クラスをどのように決めているか、お教えいた

だきたいのですが。 
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小松委員 

基本的には全員小学校の普通教室がいいと思います。全ての子

どもが同じ場所で同じようにということは、国連が障害者の権利

条約で言っていて、日本はそれを批准しているので、全てが一緒

でいいと思います。そこを日本が、特別な支援が必要な子には特

別な教育をするとして特別支援学級をつくり、そこでもダメなら

特別支援学校へという段階を勝手につくってしまったと思って

います。 

私は、国連の障害者の権利条約が適応された時点で、近い将来、

特別支援学校がなくなるといいなと思っていたのですが、やはり

それは、どうしても人数が多いと、混ざれない子であったり、そ

ういう子のために、セーフティネットとして取っておくくらい

で、あとは特別支援学校でということとなっています。 

私は、特別支援教育コーディネーターというのをやっていて、

特別支援学校には、手伝いに行く場所と考えていたのですが、そ

うではなく、障害者の権利条約が適応され、発達障害が有名にな

ったら、特別支援学校に子供たちがたくさん来てしまっている、

今までだったら特別支援学級にも入っていなかっただろうなと

いう子が特別支援学校にいる状況です。 

通常学級で、集中して座っていられない子、または勉強につい

ていくのがゆっくりな子が特別支援学級に行って、特別支援学級

でも座っていられない子、担任の先生が困ってしまう子が、特別

支援どうですかといわれているのが実情です。 

それで、特別支援学校で学びたいといっているお母さんたちの

相談にのっている中で、私の学校と学校での合理的配慮のことを

お話ししますが、話せば話すほど、やっぱり専門的なことがわか

る人がいる学校の方がいいのではと言われてしまうという、変な

状況です。 

本庄市は、共生社会を目指すとしていますので、市長にもこう

した話をしたことがあって、市長は “ちょっとした障害のある

子を隔離してしまうのはおかしい”と言っていただき、わかって

いただいているものと思っています。 

本庄市は、市長が分かってくれる市だし、全然だめだと言って

いたら何も始まらないので、６０年間変わらなかったものをちょ

っとでもここで変えられたらいいなと思っています。 

堀口会長  ありがとうございました。 
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事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。ご意見をしっかり聞かせていただき

ました。心して障害者施策推進に取り組ん参りたいと思います。 

ありがとうございました。 

はい、どうぞ、塚田委員。 

塚田委員 

 特別支援学校の PTA 会長をしています塚田です。 

 特に何か伺いたいわけではないのですが、今まで、PTA 会長と

して、障害者、障害児のことに取り組んできたところで、同じ状

況のお母さんだったり、いろいろな方から障害について相談受け

た中で、特別支援クラスに行っているお子さんが一人だった場合

に、先生も一人。その先生と折り合いがつかなくなると学校に行

く意味がなくなるといった話や特別支援クラスの中で一人の子

が興味をもって友達のおむつを替えたりし始めたところ、先生

が、“おむつを替えてみなさい。”と言ったそうで、その保護者か

らの申出があり、その特別支援学級で問題になったとのことで

す。 

また、本庄市以外のところで、スポーツ大会で県大会に行く大

会があったときに、サポートしてくれる人がいなく、保護者と一

緒に大会会場に行ったところ、障害者選手と保護者が別で、保護

者が中に入れず、一緒に入場することを断られたそうです。その

子は時間の管理ができない子だったので、スタートの時間に間に

合わず、陸上競技の試合に出ることができず、悔しい思いをして

帰ってきたことがあったとのことです。 

本庄市の中でずっと矛盾していると思うことがあって、私の子

どものことですが、私の子どもが小学校に入学、支援クラスとし

て入りました。その後、私の子は特別支援学校に入りましたが、

その小学校に行っている子どもと同じ育成会に入りたいと言っ

たところ、地域の育成会の名簿には、新入生として、障害児とい

うことが載っていませんとのことでした。私は、そこで、名簿に

載せてもらって育成会に入れてもらえないのかと伺ったところ、

本庄市としては、支援学校は施設だから載せられないと言われま

した。そこで差別を感じました。 

“誰もが自分らしく”と言われても、隣の子が育成会には入れ

たけれどうちの子は入れない、ほかの子は通常学校に行っている

うちの子は支援学校、だから育成会に入れない。そういうことが

矛盾だし、おかしいと言って、育成会に入れていただきました。

そういう事が実際にある。そこから見直していくべきだろうと思

いますし、いつも思うのは、障害児には“福祉”がついている。 
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塚田委員 

“誰もが自分らしく”というときに、わざわざ障害児のことをし

ます、障害のことをしますとうたわなくてもいいのではないかと

思っています。 

 ここにいる方は、“障害”ということに関係しているから、わ

かっているだけであって、人生に“障害”ということに全く触れ

ない人は触れないので、障害福祉というものがあったとしても、

目に留まらないし、自分事として考えることが一生にあるかない

かだと思います。そのような中、“障害”ということの情報の発

信の仕方が、差別ではないが、“私には関係ない”と思われてし

まうものになっていないかと思ってしまうことが多々ありまし

た。例えば、障害年金のことでいうと、障害年金というと括りの

人しか来ない、だったら、年金制度についてとして一緒にした方

がいいのではと思います。 

 自分が障害をもって初めて、“障害者ってこうなんだ”と知る

だけで、本当に必要なのかそうでないのかと考えるときに、いか

に、関係のない人を巻き込めるかを考えた方が、もっと本庄市と

して福祉が進んでいくし、その発信の仕方が境界をつくっている

とも思えるので、発信施策を見直した方がよいと思っています。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。 

他にございますでしょうか。ございましたら挙手をお願いしま

す。熊澤委員お願いします。 

熊澤委員 

ちょっと的外れかもしれませんが、今、お二人の委員のお話を

伺って、ここにいる皆さんに話をしなければいけないことではな

いのですが、合理的配慮ということが、今お二人のおっしゃった

内容を話し合っていくということが、合理的配慮につながってい

くものと思います。なぜそう思うのかというと、自分の職場の中

でも、合理的配慮について取り組んでいかなければならないとい

うことで少しずつ変わってきているところもありますが、具体的

に、実際に、ある障害を持っている学生への対応についても、職

員一人一人の力や理解に違いがあることから、変わってくるだろ

うし、今、学校教育の中で、先生方が合理的配慮をどう思ってい

るかということから、少しずつ変わっていくと思っていますし、

合理的配慮につながっていくのではと考えています。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。 

丸山委員 私の子供は、複数の障害を持っていて、普通の小学校に通って 
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丸山委員 

いましたが、そこでの話として、言葉は悪いのですが、先生によ

って当たり外れがあるようで、合理的配慮のつもりで、例えば、

一緒に連絡帳を書いてくださいとお願いしたところ、ほかのお子

さんは、自分で書いて先生に見てもらってうちに持って帰ってお

母さんに見せられるのですが、うちの子はそれができないので、

そのことをお願いしましたところ、一人の先生は、そこを配慮し

てくださって丁寧に指導してくださったので、うちの子も自信が

持てて学校に行くことができました。そこを特別扱いとおっしゃ

る先生もいらっしゃって、連絡帳に書くことに配慮していただけ

れば、手を添えていただければできるのに、そんなに大変なこと

なのか、そこが外れなところなのかとも思ってしまします。 

先生方には、そのようなほんの些細なことが難しいことなのか

わかりませんが、お考えいただきたいなと思いました。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

本日、たくさん、ご意見をいただきありがとうございます。協

議会の皆様にこの後も協議を続けていただくわけですが、たくさ

んのご意見をいただきながら進めて参りたいと思っております。  

また、この会議の中でいただいたご意見や考え方を、計画に盛

り込んだ様々な事業の検証していただく過程ですとか、計画を策

定していくその中に盛り込んでい行けるように、事務局として務

めて参りたいと思っております。どうぞご協力よろしくお願いし

ます。 

事務局 

（佐々木課長） 

８ 閉会 

 

それでは、これで全ての会議が終了いたしましたので、閉会さ

せていただきます。 

閉会にあたりまして、副会長の種村様よりごあいさつを頂戴し

たいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします 

種村副会長 

皆様、お疲れ様でございました。今日、いろいろ有意義な意見、

お気持ちを聞かせていただきました。先ほど副会長就任にあたっ

てのあいさつの中で、基本的なたたき台は事務局で用意してもら

いますが、そこに命を服こむのが皆様の役割でございますと申し

上げました。今後、個々の課題が示されるのでありましょう、そ

の節に、皆様の体験意見を十分に盛り込んでいけるような計画に

していただければと思っております。 
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種村副会長 

本日は、皆様、お忙しいところ、誠にご苦労様でございました。

今後の皆様のご活躍をお祈りして閉会といたします。ご苦労様で

した。 

事務局 

（佐々木課長） 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。お

帰りの際は、どうぞお気を付けてお願いいたします。 

ありがとうございます。 


